
第 96 号議案

令和 2年度仙台市一般会計補正予算（第 5号）

令和 2年度仙台市の一般会計補正予算（第 5号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,822,565千円を追加し，歳入歳出予算の総額�

を歳入歳出それぞれ688,744,863千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2条　債務負担行為の補正は，「第 2表　債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第 3条　市債の補正は，「第 3表　市債補正」による。
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第 2表

債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　　　　項 期　　　間
限　　　　度　　　　額

補正前の額 補　正　額 計

教 育 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 運 用 事 業 令 和 3 年 度 か ら
令 和 7 年 度 ま で

千円 千円
1,989,000

千円
1,989,000

第 3表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 ％

道 路 整 備 費 8,384,700 △� 683,000 7,701,700

普通貸借又は
証券発行（他
の地方公共団
体との共同発
行を含む｡）に
よる。証券発
行の場合の発
行価格は，額
面100円 に つ
き98円以上と
する。

9.0以内
（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期�
間を含め30年以内�
に元利均等その他の�
方法により償還す�
る。ただし，融通条�
件又は財政の都合に�
より，償還年限を短�
縮し，又は借り換え�
ることができる。

自転車等駐車場
建 設 費 453,200 △� 57,000 396,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

都市計画街路
事 業 費 1,999,700 8,600 2,008,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

公 園 整 備 費 1,473,300 △� 1,200 1,472,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

被災宅地復旧費 5,600 45,500 51,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

学 校 建 設 費 6,602,700 521,200 7,123,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

合　　　 計 51,701,800 △� 165,900 51,535,900
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第 97 号議案

令和 2年度仙台市国民健康保険事業特別会計
補正予算（第 2号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和 2年度仙台市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号）は，次に定めるところに�

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ179,800千円を追加し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ90,372,249千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 98 号議案

令和 2年度仙台市中央卸売市場事業特別会計
補正予算（第 2号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和 2年度仙台市の中央卸売市場事業特別会計補正予算（第 2号）は，次に定めるところ�

による。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出�

予算の金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 99 号議案

令和 2年度仙台市自動車運送事業会計補正予算（第 2号）

（総　則）

第 1条　令和 2年度仙台市自動車運送事業会計の補正予算（第 2号）は，次に定めるところによ�

る。

（業務の予定量）

第 2条　令和 2年度仙台市自動車運送事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定めた業

務の予定量を，次のとおり補正する。

� （項　　目）� （既決予定量）� （補正予定量）� （ 計 ）
� � � （△減）
　（2）　年間走行キロメートル� 16,605千㎞� △� 62千㎞� 16,543千㎞

　（3）　年 間 総 輸 送 人 員 � 38,096千人� △� 10,275千人� 27,821千人

　（4）　一 日 平 均 輸 送 人 員 � 104千人� △� 28千人� 76千人

（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条本文に「なお，資金不足額の解消に充てるため，企業債（特別減収対策）

1,800,000千円を借り入れる。」を加え，収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）
� � � （△減）

収　　　　　入
　第１款　自動車運送事業収益� 10,430,888千円� △�1,756,839千円� 8,674,049千円

　　第 1項　営 　 業 　 収 　 益 � 7,326,370千円� △�1,824,930千円� 5,501,440千円

　　第 2項　営　業　外　収　益� 3,104,508千円� � 68,091千円� 3,172,599千円

支　　　　　出
　第１款　自動車運送事業費用� 11,389,658千円� △� 353,980千円� 11,035,678千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 � 11,252,621千円� △� 313,482千円� 10,939,139千円

　　第 2項　営　業　外　費　用� 87,027千円� △� 40,498千円� 46,529千円

（企業債）

第 4条　予算第 6条に定めた起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法を，次のと

おり補正する。
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起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円

普通貸借又は
証券発行によ
る。証券発行
の場合の発行
価格は，額面
100円 に つ き
98円以上とす
る。

9.0％以内（ただ�
し，利率見直し
方式で借り入
れる公的資金
について，利
率の見直しを
行った後にお
いては，当該見
直し後の利率）

起債年度から据置期�
間を含め15年以内�
に元利均等その他の�
方法により償還す�
る。ただし，融通条�
件又は財政の都合に�
より，償還年限を短�
縮し，又は借り換え�
ることができる。

（4）�特 別 減 収�
対策企業債 0 1,800,000 1,800,000

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 5条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）
� � � （△減）
　（1）　職　員　給　与　費 � 4,540,640千円� △� 94,600千円� 4,446,040千円
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第 100 号議案

令和 2年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算（第 2号）

（総　則）

第 1条　令和 2年度仙台市高速鉄道事業会計の補正予算（第 2号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　令和 2年度仙台市高速鉄道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定めた業務

の予定量を，次のとおり補正する。

� （項　　目）� （既決予定量）� （補正予定量）� （ 計 ）
� � � （△減）
　（2）　年間走行キロメートル� 12,615千㎞� △� 262千㎞� 12,353千㎞

　（3）　年 間 総 輸 送 人 員 � 94,530千人� △� 25,489千人� 69,041千人

　（4）　一 日 平 均 輸 送 人 員 � 259千人� △� 70千人� 189千人

（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条本文に「なお，資金不足額の解消に充てるため，企業債（特別減収対策）

5,100,000千円を借り入れる。」を加え，収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）
� � � （△減）

収　　　　　入
　第１款　高速鉄道事業収益 � 24,668,146千円� △�5,050,021千円� 19,618,125千円

　　第 1項　営 　 業 　 収 　 益 � 19,539,981千円� △�5,046,421千円� 14,493,560千円

　　第 2項　営　業　外　収　益� 5,128,155千円� △� 3,600千円� 5,124,555千円

支　　　　　出
　第１款　高速鉄道事業費用 � 27,148,398千円� △� 771,376千円� 26,377,022千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用 � 24,661,832千円� △� 413,502千円� 24,248,330千円

　　第 2項　営　業　外　費　用� 2,436,556千円� △� 357,874千円� 2,078,682千円

（企業債）

第 4条　予算第 6条に定めた起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法を，次のと

おり補正する。
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起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円

普通貸借又は
証券発行によ
る。証券発行
の場合の発行
価格は，額面
100円 に つ き
98円以上とす
る。

9.0％以内（ただ�
し，利率見直し
方式で借り入
れる公的資金
について，利
率の見直しを
行った後にお
いては，当該見
直し後の利率）

起債年度から据置期�
間を含め15年以内�
に元利均等その他の�
方法により償還す�
る。ただし，融通条�
件又は財政の都合に�
より，償還年限を短�
縮し，又は借り換え�
ることができる。

（4）�特 別 減 収�
対策企業債 0 5,100,000 5,100,000

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 5条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）
� � � （△減）
　（1）　職　員　給　与　費 � 4,367,404千円� △� 42,400千円� 4,325,004千円
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第 101 号議案

令和 2年度仙台市病院事業会計補正予算（第 2号）

（総　則）

第 1条　令和 2年度仙台市病院事業会計の補正予算（第 2号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条　令和 2年度仙台市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

� （科　　目）� （既決予定額）� （補正予定額）� （ 計 ）

収　　　　　入
　第１款　病 院 事 業 収 益 � 17,818,016千円� � 279,200千円� 18,097,216千円

　　第 4項　特 　 別 　 利 　 益 � 300千円� � 279,200千円� 279,500千円

支　　　　　出
　第１款　病 院 事 業 費 用 � 19,286,829千円� � 279,200千円� 19,566,029千円

　　第 4項　特 　 別 　 損 　 失 � 100,000千円� � 279,200千円� 379,200千円
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